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令和 6 年度介護報酬改定 関係告示や通知等を一挙掲載 
～厚生労働省 

厚生労働省は 3月 18日、令和 6年度介護報酬改定の概要や関係告示の改正等、

通知類等を掲載した専用ページ「令和 6 年度介護報酬改定について」を開設した。

同月 15 日には「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一

部を改正する告示」が公布され、全サービスの報酬算定基準等が公表された。そ

のほかの改正告示等も公布され、以下のように専用ページに盛り込まれた。 

「令和 6年度介護報酬改定について」 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html 

○ 主な掲載事項(3/22時点) 

・ 省令および告示の改正(算定基準の改正等) 

・ 通知等の改正(報酬告示に関する留意事項通知、基準省令に関する解釈通知

等) 

・ 個別事項の通知(介護職員等処遇改善加算等に関する通知、LIFE に関する通

知、リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知、

生産性向上推進体制加算に関する通知、生産性向上に先進的に取り組む特定

施設等の人員配置基準の見直しに関する通知、テクノロジーを導入する場合

の夜間の人員配置基準に関する通知等) 

・ Q&A(介護報酬改定に関する Q&A、介護職員等処遇改善加算等に関する Q&A) 

今回の介護報酬改定では、医療と密接な関係のある訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションの 4 サービスについては、

診療報酬改定と合わせて 6 月施行となる。また、現行の介護職員処遇改善加算、

介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を「介護職員

等処遇改善加算」に一本化する改定も 6 月施行となっており、今後発出される関

連通知等も同ページに掲載される見込み。 

  

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
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新型コロナ臨時措置 特例以外原則廃止 
～厚生労働省 

厚生労働省は 3 月 18 日、「第 240 回社会保障審議会介護給付費分科会」を開

催し、今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等

の臨時的な取り扱いについて議論した。 

感染者への対応などで一時的に人員基準を満たせなくなる場合が想定されるた

め、介護報酬や人員、運営基準などは柔軟な取り扱いを可能としていたが、昨年

5 月 8 日、感染症法上の位置付け変更に伴い臨時的な取り扱いについて所要の見

直しを行った。加えて、今年 4 月以降、通常の医療提供体制に移行し各種公費支

援が廃止となることから、人員基準等の臨時的な取り扱いについても見直しを行

うとして、その案を示した。 

見直し案では、▽季節性インフルエンザ等の一般的な感染症として取り扱われ

ることから、臨時的な取り扱いは原則廃止とする、▽廃止により介護サービスの

継続的・安定的運営に大きな影響が生じうるものや、感染した利用者に不利益が

生じうる臨時的取り扱いについては、1年に限って継続する――とした。 

継続するものとしては、①介護老人保健施設での在宅復帰・在宅療養支援等の

指標の取り扱い、②ユニットリーダー研修の実地研修が未受講である場合の取り

扱い――の 2点を示し、概ね了承を得た。 

 

社福の経営悪化 要因は経費率の上昇 
～独立行政法人福祉医療機構 

独立行政法人福祉医療機構は 3 月 18 日、2022 年度社会福祉法人の経営状況に

ついてリサーチレポートを公表した。 

利益率であるサービス活動増減差額比率は全体で 1.7%で前年度から 0.8ポイン

ト低下し、赤字法人の割合は 35.7%で同 4.4 ポイント増加した。経常収益対経常

増減差額比率は 1.9%で、同 0.7ポイント低下した。費用の内訳を見ると、サービ

ス活動収益対人件費率(人件費率)が 67.3%で横ばい。サービス活動収益対経費率

(経費率)は 25.0%で同 0.9 ポイントの上昇となっている。これは、サービス活動

増減差額比率の低下幅とほぼ同じ水準であることから、経営悪化の要因は経費率

の上昇(物価高の影響)と分析している。 

主たる事業別に経営状況を見ると、サービス活動増減差額比率は前年度と比べ

て介護主体法人、保育主体法人、障害主体法人すべてで低下し、そのなかでも介

護主体法人は 0.7%で同 1.0 ポイント低下し、下げ幅が大きかった。3 類型とも、

経費率が上昇するも人件費率は横ばいだった。要因としては、近年新設された処

遇改善加算の算定率が上がったことで従事者 1 人当たり人件費がどの類型でも一

定程度上昇したが、処遇改善加算算定によって従事者 1 人当たりサービス活動収

益も上昇、増収になったことが影響したと見られる。 
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LIFE 新システム 4 月 22日から一部稼働 
～厚生労働省 

厚生労働省は 3 月 15 日、「令和 6 年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情

報システム(LIFE)の対応について」を自治体などに事務連絡した(介護保険最新

情報 Vol.1227)。これは、現在稼働している LIFEシステム(以下、現システム)に

代わり、利便性向上を目的に今年 4 月 22 日から稼働する新しい LIFE システム

(以下、新システム)の「稼働スケジュール」「利用者登録と操作マニュアル」

「注意事項」を伝えるもの。 

現システムは 4月 10 日まで通常稼働し、4月 11日～7月 31日までは既存入力

データの参照のみ可能で、8 月 1 日にサービスを終了する。新システムは 4 月 22

日から一部稼働を開始し、8 月 1 日から本格稼働の予定。新システムの利用登録

は、4 月中旬頃に現システムのお知らせ画面に掲載される新システムの URL から

4月 22日 9時以降可能になる。新システムでの主な変更点は下記のとおり。 

○ 利用開始登録方法：利用案内申請が必要→電子請求受付システム(介護)の

ID・パスワードで可能に 

○ 管理ユーザーパスワードリセット：要ヘルプデスクへの問い合わせ→同上 

○ 様式情報登録：操作職員のみ可能→操作職員に加え、管理ユーザーも可能に 

 

全 37 問答の「介護職員等処遇改善加算 Q&A」送付 
～厚生労働省 

厚生労働省は 3月 15日、「『介護職員等処遇改善加算等に関する Q&A(第 1版)』

の送付について」を自治体などに事務連絡した(介護保険最新情報 Vol.1226)。

Q&Aは 8分野、37問で、内訳は下記のとおり。 

「賃金改善方法・対象経費」11 問、「対象者・対象事業者」7 問、「月額賃金改

善要件」1問、「キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ」9問、「キャリアパス要件Ⅳ」5問、

「キャリパス要件Ⅴ」2問、「職場環境等要件」1問、「その他」1問。 

 

全 184問答の「介護報酬改定 Q&A」第 1 弾送付 
～厚生労働省 

厚生労働省は 3 月 15 日、「『令和 6 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)』

の送付について」を自治体などに事務連絡した(介護保険最新情報 Vol.1225)。

Q&Aは全部で 184。下記は一例で、サービスごとに設問がまとめられている。 

○ 問 4 特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中で、転居等により

中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実

際に中山間地域等に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象とな

るのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。 

(答)該当地域に居住する期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。  



               2024年 3月 25日（月）No.0694    

4／5 

 

2022 年度の指定取り消し・効力停止処分は 86 施設 
～厚生労働省 

厚生労働省はこのほど、2022(令和 4)年度に指定取り消し・効力停止処分を受

けた介護保険施設・事業所数を、「令和 5 年度全国介護保険・高齢者保健福祉担

当課長会議資料」(総務課介護保険指導室)で明らかにした。 

資料によると、2022 年度に指定取り消し・効力停止処分を受けた介護保険施

設・事業所は 86で、前年度より 19減少。内訳は、指定取り消し 38、効力の全部

停止 14、一部停止 34。直近 5 年間の指定取り消しと指定の効力の一部および全

部停止の件数は、2018年度が 153、2019年度が 153、2020年度が 109、2021年度

が 105だった。 

処分件数をサービス種別に見ると、訪問介護事業所と短期入所生活介護事業所

が各 13 で最多。次いで、居宅介護支援事業所が 12、地域密着型通所介護事業所

が 8、通所介護事業所が 7、訪問看護事業所が 4などとなっている。 

指定取り消しの事由では、不正請求が 22、虚偽答弁が 16、虚偽申請と人員基

準違反がそれぞれ 9、虚偽報告・法令違反などを含むその他が 28。指定の効力停

止の事由では、不正請求が 24、人格尊重義務違反が 11、虚偽申請が 10、運営基

準違反が 7、人員基準違反・虚偽答弁などを含むその他が 27だった。 

 

社会福祉士、精神保健福祉士の合格者数を公表 
～厚生労働省 

厚生労働省は 3月 5日、2月 4日に実施した「第 36回社会福祉士国家試験」と

2月 3・4日に実施した「第 26回精神保健福祉士国家試験」の結果を公表した。 

社会福祉士国家試験の受験者数は 3万 4,539 人で、前回より 2,435 人減少。合

格者数は 2 万 50 人で同 3,712 人増加し、合格率も同 13.9 ポイント高い 58.1%だ

った。合格者の内訳は、男性 6,185人(30.8%)、女性 1万 3,865 人(69.2%)。福祉

系大学等の卒業者が 1 万 1,181人(55.8%)、養成施設の卒業者が 8,869人(44.2%)。

年齢別では、30 歳以下が 8,494 人(42.4%)で最多、次いで 41～50 歳の 4,380 人

(21.8%)、31～40歳の 3,526人(17.6%)、51～60歳の 2,860人(14.3%)、61歳以上

790 人(3.9%)の順だった。都道府県別に見ると、東京都(2,380 人)、神奈川県

(1,506 人)、大阪府(1,327 人)の順で多かった。ちなみに、今年 1 月末現在の社

会福祉士登録者は 28万 7,222人となっている。 

精神保健福祉士国家試験の受験者数は 6,978 人で、前回より 46 人減少。合格

者数は 4,911人で同 85人減少し、合格率も同 0.7ポイント低い 70.4%だった。合

格者の内訳は、男性 1,482 人(30.2%)、女性 3,429 人(69.8%)。保健福祉系大学等

の卒業者が 1,684人(34.3%)、養成施設の卒業者が 3,227人(65.7%)だった。 
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